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第１ 請求の概要と受理 

 

１ 請求人 
 

２ 請求書の提出 
 

 

３ 請求の主たる内容 
 
（１）請求１ 
 

・ 

 

・ 

 

 



２

 

 

 

 

（２）請求２ 
 

（３）請求３ 
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４ 請求の受理 
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第２ 監査の実施 

 

１ 証拠の提出及び陳述 
 

２ 監査対象項目 
 

 

 

 

３ 対象部局とその抗弁要旨 
 

３－１ 区議会事務局 
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３－２ 総務部総務課 
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４ 区議会議長の調査回答の要旨 
 

 

（１）平成27年５月22日付け調査回答 
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（２）平成27年６月16日付け調査回答 
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第３ 監査の結果と判断

 

１ 監査結果 
 

２ 判 断 
 
２－１ 事実関係の確認 
 
   



１０



１１

 

２－２ 監査の基本的な考え方と視点 
 



１２

２－３ 政務活動費と監査の使途適合性審査について 
 



１３

 ２－４ 項目別判断 
 

２－４－１ 交付額を超えた収支報告書 
 
[請求人の主張要旨] 
 

（請求１関係）

 

[判 断] 
 

 



１４

２－４－２ ガソリン代・駐車料金 
 
[請求人の主張要旨] 
 
・ 

（請求１関係

） 

・ 

（請求２関係 ） 

・ 

（請求３関係

） 

・ 

（請求３関係 ） 

 

[判断基準] 
 

 

[議員別判断] 
 



１５

１ 請求１関係 
 

① 大和田伸議員  

② 大熊昌巳議員  

③ 小川宗次郎議員  

④ 山本あけみ議員  

⑤ 河津利恵子議員  

⑥ 大泉時男議員  



１６

⑦ 藤本なおや議員  

⑧ 井口かづ子議員  

⑨ 木梨もりよし議員  

⑩ 小泉やすお議員  

⑪ 松浦芳子議員  

⑫ 安斉あきら議員  

⑬ 吉田あい議員  



１７

 
２ 請求２関係 

 
① 田中ゆうたろう議員  

３ 請求３関係 
 

① 川原口宏之議員  

② 大槻城一議員  

 
③ 北明範議員  



１８

 
④ 中村康弘議員  

 
⑤ 島田敏光議員  

 
⑥ 渡辺富士雄議員  

２－４－３ 月極駐車場代 
 
[請求人の主張要旨] 
 
・ 

（請求１関係

） 

・ 

（請求３関係

） 
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 [判断基準] 
 

[議員別判断] 
 
１ 請求１関係 
 
① 河津利恵子議員  

② 藤本なおや議員  

③ 小泉やすお議員  

④ 安斉あきら議員  

⑤ 佐々木浩議員  



２０

２ 請求３関係 
 
① 川原口宏之議員  

② 島田敏光議員  

③ 渡辺富士雄議員  

２－４－４ 自宅事務所の賃借料・光熱水費 
 
[請求人の主張要旨] 
 
・ 

（請求１関係

） 

・ 

（請求１関係 ）

[判断基準] 
 



２１

 [議員別判断] 
 
１ 請求１関係 
 
① 富本卓議員  

② 小泉やすお議員  

③ 小川宗次郎議員  

④ 岩田いくま議員  

２－４－５ 視察費・研修費（講師謝礼金等） 
 
[請求人の主張要旨] 
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・ 

（請求１関係

） 

・ 

（請求１関係

） 
 
・ 

（請求１関係 ） 

・ 

（請求１関係 ） 
 
・ 

（請求３関係 ） 

[判断基準] 
 

[議員別判断] 
 
１ 請求１関係 
 
① 井口かづ子議員  



２３

② 浅井くにお議員、安斉あきら議員、大熊昌巳議員、大泉時男議員、河津  

 利恵子議員、脇坂たつや議員、富本卓議員 

③ 市来とも子議員  

④ 佐々木浩議員、松浦芳子議員、岩田いくま議員、藤本なおや議員  

２ 請求３関係 
 
① 大槻城一議員  

２－４－６ 区政報告会等の会場費・茶菓代 
 
[請求人の主張要旨] 
 
・ 

（請求１関係 ） 

・ 

（請求３関

係 ） 
 
・ 

（請求３関係



２４

） 

・ 

（請求３関係 ） 
 
・ 

（請求３関係 ） 
 
・ 

（請求３関係

） 

 [判断基準] 
 

[会派・議員別判断] 
 
１ 請求１関係 
 
① 大和田伸議員  

２ 請求３関係 
 
① 横山えみ議員  



２５

 
② 大槻城一議員  

 
③ 島田敏光議員  

 
④ 渡辺富士雄議員  

 
⑤ 杉並区議会公明党  

２－４－７ 事務用品・備品 
 
[請求人の主張要旨] 
 
・ 

（請求１関係

） 

・ 

（請求１関係

） 

・ （請求１関係

）
 



２６

・ 

（請求１関係

） 

・ 

（請求１関係 ）
 
・ 

（請求３

関係 ） 

・ 

（請求３関係 ）

 [判断基準] 
 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求１関係 
 
① 大和田伸議員  

② 大泉時男議員  
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③ 山本あけみ議員  

④ 今井ひろし議員  

⑤ 松浦芳子議員  

２ 請求３関係 
 
① 大槻城一議員  

② 渡辺富士雄議員  

２－４－８ タクシー代 
 



２８

[請求人の主張要旨] 
 
・ 

（請求１関係 ） 

・ 

（請求２関係 ） 

・ 

（請求３関係 ） 
 
・ 

（請求３関係 ） 

[判断基準] 
 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求１関係 
 
① 山本あけみ議員  

２ 請求２関係 
 



２９

① 田中ゆうたろう議員  

３ 請求３関係 
 
① 横山えみ議員  

 
② 大槻城一議員  

２－４－９ 区政報告 
 
[請求人の主張要旨] 
 
・ 

（請求１関係 ） 
 
・ 
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（請求１関係 ） 
 
・ 

（請求１関係 ） 
 
・ 

（請求１関係

） 

 

 [判断基準] 
 

 

[会派・議員別判断] 
 
１ 請求１関係 
 
① 吉田あい議員  

② 木梨もりよし議員  

③ 増田裕一議員  



３１

④ 日本共産党杉並区議団  

２－４－10 新年会、忘年会等の会費 
 
[請求人の主張要旨] 
 

（請求１関係

）

 

[判断基準] 
 

 

[議員別判断] 
 
１ 請求１関係 
 
① 小川宗次郎議員  

② 富本卓議員  



３２

③ 吉田あい議員  

④ 小泉やすお議員  

⑤ 山下かずあき議員  

⑥ 大泉時男議員  

２－４－11 書籍 
 
[請求人の主張要旨] 
 

（請求２関係 ） 

[判断基準] 
 



３３

[議員別判断] 
 
１ 請求２関係 
 
① 田中ゆうたろう議員  

２－４－12 ホームページ 
 
[請求人の主張要旨] 
 
・ 

（請求３関係 ） 
 
・ 

（請求３関係 ） 
 
・ 

（請求３関係 ） 
 
・ 

（請求３関係 ） 

[判断基準] 
 



３４

[議員別判断] 
 
１ 請求３関係 
 
① 山本ひろこ議員  

② 横山えみ議員  

③ 北明範議員  

④ 渡辺富士雄議員  

２－４－13 交通費 
 
[請求人の主張要旨] 
 
    

（請求３関係 ） 

[判断基準] 
 

[議員別判断] 
 
１ 請求３関係 
 



３５

① 大槻城一議員  

３ 意見・要望 
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下記の理由で、事務椅子代の按分50％の20,400円の返還を求める。 

 

大泉議員は平成23年度、11月16日に液晶テレビ31,800円を按分なしで、さらに翌年3月20日

に事務椅子7,980円を按分なしで購入した。 

 

甲は住民監査請求で返還要求を出した。大泉議員の意見は「平成23年度政務調査費に関する

監査結果書P167」に書かれている。 

「指摘のテレビは調査研究や政策立案に大いに役立つ媒体であり、事務所に置いてあります

が、議員活動の中で常に社会情勢の動きを把握するために設置し使用しているものであり、

8割を計上して2割を返還します。 

また、椅子については、以前使用していた椅子が壊れたため、新たに購入したものであり、

殆ど政務調査活動に使用していることから、８割計上し、残り２割を返還します」と述べた。

殆どの人が自分でテレビを購入し、生活の中で利用している。わざわざ、政調費（税金）で

議員がテレビを買い、調査研究や政策立案に役立てなければいけない媒体だろうか。 

事務椅子については、所得税法で定める備品の耐用年数は、「主として金属製のものは15

年」「その他の物は8年」と定められている。 

明らかに平成２４年３月２０に購入した椅子の耐用年数は残存しているので、今回、事務

椅子を購入する目的はない。 

よって、7月８日に購入した事務椅子40,800円を按分50％で20,400円を政務活動費から支

出したが、認められる支出ではない。事務椅子の代金20,400円の返還を求める。 

 

人件費 

人件費「区政報告の資料作成他」として88時間分を払ったが、大泉議員は区政報告を発行し

ていないので、88,000円の返還を求める。 

「区政報告の資料作成他」として88時間、88,000円を、政務活動補助職員に払っているが、

大泉議員は区政報告を発行していない。 

24年度も「区政報告の資料作成他」として42,000円を払ったが、区政報告は発行していない。

毎年、「区政報告の資料作成他」として、人件費を政活費（政調費）から払っていながら、

区政報告を発行しないことが続いている。許されることではない。 

人件費の「区政報告の資料作成他」として払った88時間分、88,000円の返還を求める。 

 

大泉議員の人件費は時給1,000円で、548時間、合計548,000円を政務活動費で払っている。

この、政務活動補助職員の勤務地は、大泉時男議員が永福町駅前で経営している不動産業「グ

リーン住建」の中にある「大泉時雄議員事務所」である。 

勤務内容は、年間で 

「新聞のスクラップ」228時聞、「区政報告の資料作成他」88時間、 

「資料作成補助」124時間、「質問資料の収集補助」108時間、 合計548時間×1,000円であ

る。 

 

〈山本あけみ（民社）〉 

政活費支給額  1,920,000円 

支出額     1,966,261円 
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111 

公明党議員は2009（平成21）年度までの収支報告書は、議員一人一人で提出していたが、2010

（平成22）年度から、会派として1冊にまとめ、作成した。 

議員の政活費（政調費）については、住民監査請求がない限り、監査が入らないので、公金の使い

方として議員が正当に支出しているかどうか、チェックする機関はない。 

政務活動費の透明性を高めるために、議員名を書くべきである。杉並区議会議員の中で議員名を

公表しない収支報告書を提出しているのは、公明党議員のみである。 

公明党の日弁連勧告趣旨をないがしろにする行為は許されない。 

監査委員は公明党に対し、議員名を開示した収支報告書を提出するよう、是正指導すべきであ

る。 
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平成 27 年 5 月 22 日 

抗弁書 

監査委員 宛 

区議会事務局長 

本橋 正敏 

 

１ 政務活動費（旧政務調査費）の法制化の経緯等 

 

平成 11 年 7 月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」（平成

11 年法律第 87 号）が成立し、地方公共団体の自己決定権、自己責任が拡大したことに伴

い、議会の機能、役割がさらに大きくなると認識されるようになった。 

 このような状況下で、全国都道府県議会議長会は、平成 11 年 10 月、「地方議会の権限の

強化と制度の充実を図り、都道府県政調査交付金の法的な位置づけを明確にするとともに、

条例で議員活動に要する経費を支給できるよう、地方自治法（以下「法」という。）を改正

すること」を決議した。同年 11 月には、国会や自治省など関係行政庁に対して、地方公共

団体の議会を構成する議員の活動基盤強化が不可欠であるとし、「地方分権の推進に応じて、

一層積極的、効果的な議員活動が行われるよう、現在認められている報酬、期末手当、費

用弁償のほかに、地方公共団体が状況に応じ、自主的に条例で議員活動に必要な経費を支

給できるようにすること」を要望した。また、全国市議会議長会も、国会や自治省などの

関係行政機関に対して、議会機能の充実強化を図る必要があることから、「地方議会議員の

政策立案・調査研究に資するため、政務調査交付金の支出について法的根拠を設けること」

を要望した。 

 これを受けて、政務調査費に関する「地方自治法の一部を改正する法律案」は、平成 12

年 5 月 24 日、可決、成立した（平成 12 年法律第 89 号）。この際、衆議院本会議において、

「地方議会の活性化を図るためには、その審議能力を強化していくことが必要不可欠であ

り、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派又は議員に対する

調査研究費等の助成を制度化し、併せて、情報公開を促進し、その使途の透明性を確保す

ることが重要となっている。」との提案趣旨が説明されている。 

 この改正により、「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の

調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、

政務調査費を交付できる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付

の方法は、条例で定めなければならない。」（法第 100 条第 14 項）、「当該政務調査費に係る

収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」（同条第 15 項）と規定され、当区で

は、平成 13 年 3 月 23 日に「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費の交付に関す

る条例（以下「条例」という。）」を、同年 3月 30 日に「同施行規則（以下「規則」という。）」

を定めている。 

別紙２ 
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 このように、政務調査費の交付根拠が明定され、条例でその額、交付方法についても定

めることとなり、政務調査費は、条例に規定する要件を満たすものに対し、政策的判断を

要することなく、一律に交付されることとなった。 

 その後、平成24年4月5日には全国議長会の3団体が連名で、関係国会議員に対し、政務調

査費制度の見直しについて要請し、これを受けて、同年8月7日に4派の国会議員による共同

提案で修正案が衆議院に提出され、「地方自治法の一部を改正する法律案」については、10

日、修正案どおり議決され、その後8月29日の参議院で可決・成立した。〔平成24年9月5日

公布〕 

 これにより、政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その

他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定

めることとし、また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努める

こととされた。（平成25年3月1日施行） 

 これを受け、当区議会においても、平成25年第1回定例会において、条例の一部を改正し

（平成25年2月20日）、その後、同年2月末日までに規則等の一部を改正している。 

条例については、題名及び本文中の「政務調査費」を「政務活動費」に改め、第9条第1

項においては、政務活動費を充てることができる経費の範囲について、「調査研究、研修、

広聴、広報、要請、陳情、各種会議への参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政

に反映させる活動その他の区民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費」と定め

ている。 

また、同条第2項において、別表により政務活動費の具体的な経費区分を定め、新たな項

目として広聴広報費及び要請陳情等活動費を設けている。 

さらに、第11条においては、議長は提出された収支報告書等関係書類について必要な調

査を行うとともに、使途の透明性の確保に努めるものとすると規定している。 

 

 

２ 政務活動費の交付に関する規定と交付手続きについて 

 

（１）政務活動費の趣旨 

法第 100 条第 14 項から第 16 項までの規定に基づき、杉並区議会の議員の調査研究

その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対

し交付する。（条例第 1条） 

 

（２）政務活動費の交付対象 

会派（所属議員が 1人の場合を含む。）及び議員の職にある者に対して交付する。（条

例第 2条） 

 

（３）政務活動費の交付額 

会派に交付する場合は、会派の所属議員数に月額 16 万円を乗じて得た額（条例第 3

条第 1項）。議員に交付する場合は、月額 16 万円を交付する。（条例第 4条第 1項） 
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（４）政務活動費の交付に関する流れ 

【 届出から交付の流れ 】 

 

              ①届出（条例第 5条） 

 

               ③交付決定通知       ②通知 

（条例第 7条）                   （条例第 6条） 

 

          ④交付請求（条例第 8条第 1項） 

          ⑤交付（条例第 8条第 2項） 

 

 

 

（５）政務活動費の支出に関する手続 

政務活動費は、会派の代表者又は議員が、区長からの交付決定を受けた後、四半期毎

に当該四半期の月数分を区長に請求する。 

請求を受けた後、杉並区予算事務規則第 4 条の規定に基づき、区長より支出命令に関

する事務を委任されている区議会事務局次長が、杉並区会計事務規則に則って支出事務

を行い、政務活動費が会派の代表者又は議員に交付される。  

 

 

３ 収支報告書等の提出に関する手続き等について 

 

（１）政務活動費の収支報告に関する流れ 

 

◆ 収支報告書等の提出・公開 

               ①提出（条例第 10 条第 1項） 

 

 

    

                          ②送付 

（条例第 10 条第 3項）  

                  ③閲覧 

（条例第 10 条第 4項） 

 

 

 

 

                     ※領収書等原本は、杉並区議会情報公開条例第 10 条の規定に基づく請求が 

あった場合に、同条例第 11条第 1項及び第 2項の規定に基づき公開。 

会 派   議 員 

（1人の場合を含む） 
議 長 

区 長 

会 派    議 員  

（1人の場合を含む） 
議 長 

区 長 

収支報告書

原本 

出納簿 

  原本

収支報告書 

（写） 

区民等 
収支報告書

原本 

出納簿 

  原本 

領収書等

原本 

領収書等 

原本※ 
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（２）収支報告書等の提出に係る会派の代表者又は議員への案内等 

区議会事務局では、当該年度の提出期限や収支報告書及び出納簿の作成にあたっての

注意点など収支報告の手続きについて、毎年会派の代表者及び議員に案内している。 

また、会派又は議員から政務活動費の使途について個別に相談を受けた場合、過去の

判例を調べるなどして、必要な助言を行っている。 

 

（３）収支報告書等の提出に係る区議会事務局のチェック等 

会派の代表者又は議員から収支報告書等の提出があった場合には、収支報告書等に記

載誤りがないか、また計数などについて事務的な点検を区議会事務局で行っている。 

また、収支報告書等に記載されている使途について、条例第 9 条別表の政務活動に要

する経費及び杉並区議会の会派及び議員に対する政務活動費の取扱いに関する規程（以

下「規程」という。）第 2条別表の政務活動に要する経費細目に照らして疑義がないかど

うか、政務活動に要する経費の項目適用に誤りがないかなど、領収書その他の証拠書類

との付け合せを行い、疑義のある支出については会派又は議員に内容を確認し、必要に

応じて助言を行っている。 

区政に関する調査研究その他の活動に資するための必要性や合理性については、区民

に対する説明責任を果たす必要があることから、平成 27 年度からは、区民に疑義の生じ

やすい支出に関しては、明確化・厳格化を図る観点から、支出計上にあたって特に留意

する必要がある事項としてまとめ、会派・議員に対し説明の必要を明示したところであ

る。 

 

（４）返還に関する規定 

・一四半期の途中において、会派の解散、所属議員数の減員、又は議員の辞職等があ

った場合、当該事実の生じた日の属する月の翌月（その日が基準日である場合は、

当月）分以降の政務活動費を区長へ返還しなければならない。（条例第 8条第 4項・

第 6項） 

  ・その年度において交付を受けた総額から、その年度において行った支出（政務活動

費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出）の総額を控除して残余が

ある場合、区長は、当該残余の額に相当する額の返還を命ずることができる。（条例

第 12 条） 

 

 

４ 政務活動費の執行に係る区議会議長等の役割について 

 

（１）条例における議長の役割・権能等の規定 

・会派の代表者又は議員から提出された政務活動費交付対象者状況を区長へ通知しなけ

ればならない。（条例第 6条） 

・会派の代表者又は議員から提出された収支報告書（写し）を区長へ送付する。（条例第

10 条第 3項） 

・会派の代表者又は議員から提出された収支報告書及び出納簿を、5 年を経過するまで
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保存し、閲覧に供しなければならない。（条例第 10 条第 4項） 

・収支報告書及び出納簿が提出されたときは、必要に応じて調査を行う等、政務活動費

の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努める。（条例第 11 条） 

 

（２）区議会事務局の役割 

    区議会事務局の役割としては、政務活動費の執行における上記議長の役割・権能等に

係る事務上の補助執行を行うことと、区長より政務活動費の支出命令に関する事務を委

任されている区議会事務局次長が支出事務を行っているが、特に権能等は有していない。 

  しかしながら、収支報告書や出納簿のチェック、出納簿と領収書その他証拠書類との

付け合せのほか、政務活動費の使途について会派・議員から相談を受けたり、助言する

ことは、政務活動費の適正な執行のために必要な事務と認識している。 

 

（３）議長の調査権に関する見解 

平成17年5月26日名古屋地裁判決によると、「会派等による政治活動の自由は、普通地

方公共団体における住民自治を支える根幹として重要な機能を果たしているものである

から、会派等がいかなる事項を対象にいかなる態様で調査研究活動を行うかについては、

基本的には会派等の良識に基づく判断に委ねられているといわざるを得ない。したがっ

て会派等が行う調査研究活動として合理性ないし必要性を欠くことが明らかであると認

められない限り、政務調査費の支出が本件条例の使途基準に反するものとは言えないか

ら、法律上の原因を欠くとまではいえない。」と判示している。 

このことから、政務活動費の支出に当たっては、第一義的には会派・議員の自律的な

判断に委ねられるものと考えるが、平成24年の法改正に伴い、条例第11条に、議長は、

政務活動費の使途の透明性の確保に努める旨を明記したことから、議長は、政務活動費

の支出に使途制限違反があることが、収支報告書等の提出書類から疑われるような場合

は、当該会派・議員に対して説明を求めるなど必要な調査を行い、使途の透明性の確保

に努めることが求められている。 

 

 

５ 領収書その他の証拠書類の取扱について 

 

（１）証拠書類等の整理・保管に関する規定 

  会派・議員が、出納簿や領収書その他の証拠書類を提出し、議長は報告書を提出すべ

きとされた期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならな

い。（条例第10条） 

 

（２）証拠書類等の整理・保管に関する見解 

議長が領収書その他の証拠書類を5年間整理保管することを規定しているのは、政務活

動費の交付に関する文書の保存年限が5年であることと、収支報告書等の区民への閲覧期

間が5年であるなど、それらの文書の保存期間と合わせているものである。 

また、条例制定時の平成13年第1回区議会定例会における、総務課長や監査委員事務局
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長の答弁にある住民監査請求や税務当局からの調査があった場合でも対応できるように、

領収書その他の証拠書類について、5年間の整理保管義務を課しているものと考える。 

 

（３）自主改善について 

杉並区議会では、条例制定時から、出納簿（平成18年度分までは写し）を収支報告書

とあわせ議長に提出し、区民が閲覧できるよう対応し、平成18年12月には政務調査費の

収支報告の際に領収書その他の証拠書類を添付する条例改正を全議員の総意により行っ

ている。 

また、政務調査費の使途に関しては、「杉並区議会の会派及び議員に対する政務調査費

の取扱いに関する規程（以下「規程」という。）」（平成19年5月1日施行）を制定し、さら

に、学識経験者等第三者からの意見を踏まえ、客観性をより担保させるため、政務調査

費の「使途基準」をより具体化した詳細な「使途基準細目」を追加し定めることとした。

（平成20年4月交付分の政務調査費から適用） 

  平成21年度以降は、議会内部に設置した「杉並区議会政務調査費調査検討委員会（以

下「調査検討委員会」という。）」において、継続的に自主的な改善に取り組んでおり、

平成22年度には、第三者によるチェック機関である「杉並区議会政務調査費専門委員会

（以下「専門委員会」という。）」を設置し、使途に関する事項を中心に検討を重ねて

いる。専門委員会の議論等を踏まえ、改めて調査検討委員会で検討を行い、その結果に

基づき、規程の一部を改正するなどの改善を図っている。これらについては、政務活動

費に制度が改正されて以降も同様に行っているところである。 

 

 

６ 政務活動費の平成25年度の状況 

 

（１）交付状況 

  平成25年度の政務活動費の交付に係る手続きは、条例及び規則に基づき、適正に行っ

ており、別紙1「平成25年度政務活動費支出状況（決算数値）」のとおり会派・議員に交

付している。 

 

（２）収支報告状況 

平成25年度の政務活動費収支報告書については、出納簿とともに、条例により定めら

れた期日である平成26年4月30日までに会派の代表者及び議員から提出され、平成26年5

月1日より区民の閲覧に供している。 

 

（３）返還に関する届出 

平成25年度の政務活動費交付額の残額返還に関する届出は、2会派・10議員がその届出

に基づいて政務活動費交付額の戻入を行った。 

平成26年5月以降、2会派・14議員が平成25年度の収支報告を訂正し、うち1会派・7議

員については、訂正後の支出金額が交付済みの政務活動費の額を下回り残余額が発生し

たため、区へ返還の手続きを行っている。（別紙2「平成25年度 政務活動費 出納閉鎖後
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の訂正状況」のとおり） 

 

 

７ 請求人の主張に対する見解等 

 

      政務活動とは、会派・議員が行う調査研究、研修、広聴、広報、要請、陳情、各種

会議の参加等区政の課題及び区民の意思を把握し、区政に反映させる活動その他の区

民福祉の増進を図るために必要な活動を言い、政務活動費として交付するに当たって

は、こうした活動に必要な経費の一部として、政務活動に要する経費の範囲内で支出

されなければならないことは当然のことである。 

また、会派・議員においては、その一部が公費として負担される以上、コスト意識 

をもって活動を行う必要があるとともに、当該経費の使途の透明性を確保し、区民に 

対して説明責任を果たすことが求められていることは、十分に認識しているところで 

ある。 

しかし一方で、例えば、移動手段の選択などは、スケジュールや天候など様々な状

況に左右される面があり、どのように活動するかは、政務活動の主体である会派・議

員の自律的判断に委ねられているものである。また、当該活動の一部に政務活動以外

の活動が混在する場合、どの程度の割合が政務活動に当たるかといった判断について

も、会派・議員の活動の実態に照らして自ら判断し、その判断は、説明責任を果たす

ことを前提に尊重されるべきものであると考える。 

 

（１）交付される政務活動費を超えた収支報告書について 

条例第1条の規定により調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として

政務活動費を交付し、会派・議員に対して交付される政務活動費は、条例第3条及び第4

条の規定に基づき1人当たり月額16万円、年額192万円を限度とし、調査研究その他の活

動に資する経費がこの額を超えた場合には会派・議員自身がその経費を負担することに

なる。 

そうした意味からは、その一部に対して支払っている政務活動費は、それぞれの経費

の一部に充当されていると理解することが可能である。 

条例・規則等においては、政務活動に必要な経費は必ずしも192万円以内でなければい

けないものではなく、かつ調査研究その他の活動に資する経費が交付額を超えた場合、

交付額の範囲内で収支報告書を作成・提出する旨を区議会で定めているわけではないた

め、調査研究その他の活動に要した経費をどのように収支報告書・出納簿に記載するか

については、会派・議員の判断に委ねることが適当である。 

平成27年2月26日の東京地裁判決では、「区の条例は、地方自治法第100条第14項の規定

を受け、杉並区議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、杉並区議

会における会派及び議員に対して政務調査費を交付することに関し、必要な事項を定め

るものとした上で、議員に係る政務調査費について固定額を定めているのであって、政

務調査費の交付を受けた議員が調査研究のためにその交付額を上回る経費を支出する場

合があることは当然に想定しているものと認めることができる。」と判断している。 
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ただし、この取扱いに関して、平成26年度は、交付額を超過して支出額を計上する場

合は、常識の範囲内で行うものとし、交付額を著しく超過するようなケースが発生した

場合は、その都度、事務局から当該会派・議員に対して監査の判断（意見）を示すとと

もに、注意喚起等を行うこととした。また、平成27年度からは、事務の効率化を図る観

点から、交付額の範囲内で収支報告するよう努めるものとしている。 

 

（２）按分について 

区議会では、他の用途との併用が明らかである場合には、政務活動に資するために必

要な経費相当額を区分することを規程第2条第2項により定めている。この他に、各支出

の按分上限を明示した政務活動に要する経費細目も定めているが、これは平成19年度の

検討会において、区議会の会派・議員の活動の実態を勘案したうえで弁護士や公認会計

士等の有識者からの意見を反映させ、議会全体が遵守する基準として定めたものである。

この政務活動に要する経費細目で定めていない経費については、その必要性と区分する

場合の按分割合は、自身の活動の実態に即して当該会派・議員が判断している。この判

断については、会派・議員の説明が必要であり、明らかに議会活動への反映・寄与の程

度の割合が相当でないと認められる場合を除き、経費として認めるのが妥当である。 

そもそも会派・議員の活動は、政務活動とそれ以外の活動が混在しているケースが多

く、実務上合理的に経費を区分することが困難である場合が多い。この場合には、個々

の活動の実態に即した按分率により判断することが、判例や他議会の動向からみても、

最も妥当な方法であると考える。 

 

（３）ガソリン代、月極駐車場代、駐車料金について 

自動車やバイクを政務活動に伴う移動手段として利用する場合、有料道路通行料や現

地での駐車料金のほか、ガソリン代や月極駐車場の賃料を政務活動に要する経費の範囲

内の支出として認めている。このうち、月極駐車場賃料と宿泊を伴わない用務に使用す

る場合のガソリン代については、一般的に政務活動以外の用途も含まれると考えられ、

かつ、合理的な経費の区分が困難な支出であるため、経費の2分の1の額を上限として政

務活動費の対象とすることを政務活動に要する経費細目で規定し、目的や理由の説明は

特段求めていない。これらの経費については、平成19年2月9日の札幌高裁判決で「調査

活動の市政との関連性、その目的、訪問先、調査方法、必要性等も極めて広範な裁量の

下に行われるものであると認められる。」と判断されていることから、個別に按分割合の

合理性・妥当性を求めず、広範に認めることが望ましいと考えられるが、区民に誤解を

招くような支出に関しては、説明が必要であると考える。 

そこで、平成26年度の調査検討委員会で検討した結果、支出計上にあたって特に留意

する必要がある事項として、平成27年度からは、ガソリン代については、ひと月当たり

の給油頻度が高い場合やゴールデンウィーク、お盆、年末年始及びその前後に給油する

場合、有料駐車場については、利用時間が夜間・深夜に及ぶ場合、区外での利用の場合

は、それぞれ誤解を招かないよう特に説明を要するとしている。 

 

（４）事務所費について 
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議員活動の基盤となる事務所の賃料については、政務活動に要する経費で政務活動の

対象に含めているところであるが、会派・議員の活動は、政務活動とそれ以外の活動が

混在しているケースが多く、実務上合理的に経費を区分することが困難である場合が多

い。 

そこで、政務活動に要する経費細目では、事務所を賃借する場合に賃借料を計上する

ことを認め、その場合には、透明性の確保と説明責任の観点から、事務所の要件を具備

することを示す書類の提出を義務付けている。事務所費として認める場合は、前述のと

おり、経費を合理的に区分することが困難なため、自宅兼用事務所の場合、算出基準と

して賃借料及び光熱水費について、それぞれに要した経費に事務所使用部分の面積等を

考慮した按分率を適用した上で、その2分の1を上限と定めている。この事務所使用部分

については、間取り図等の提出により補足説明がされており、算出基準については、平

成19年度の検討会での意見を反映したもので、各議員の支出はこの基準の範囲内となっ

ており合理的かつ適正なものである。また、自宅以外に議員事務所専用の物件を賃借す

る場合には、契約書等、事務所の要件を具備することを示す書類が提出されていれば、

間取り図等の提出までは求めておらず、当該賃借料の2分の1を上限とし、かつ、月額5

万円を上限と規定している。 

さらに、平成19年12月26日の大阪高裁判決でも、自宅の一部を議員事務所として使用

していることが妥当である旨の判断がなされ、一定の按分を条件として光熱水道費や共

同住宅管理費の支出の適法性を認めている。 

なお、光熱水費については、基本料金と使用量に応じた料金から構成されているため、

基本料金を含めた按分としている。 

また、平成26年度の調査検討委員会で検討した結果、支出計上にあたって特に留意す

る必要がある事項として、平成27年度からは、事務所としての表示等（看板・表札など）

を有することとし、自宅兼用の場合に添付する図面は、事務所としての使用部分や面積

が明確に分かるようにすることとしているが、今後、自宅兼用事務所の取り扱いについ

ては、調査検討委員会で検討を要する課題の一つとして認識している。 

 

（５）視察費及び研修費について 

平成19年2月9日の札幌高裁判決では「様々な政治課題や市民生活に係わり、その専門

性や関心も多様であって、議員が全人格的活動を行い、議員活動について政治責任を負

っていることを考えれば、その調査対象は極めて広範なものにならざるを得ず、調査活

動の市政との関連性、その目的、訪問先、調査方法、必要性等も極めて広範な裁量の下

に行われるものであると認められる。」と判断されている。このことから、領収書等によ

り支出の対象となった活動に調査研究の実質があり、それが適切な日程・金額であると

認められ、報告書や説明から区政との関連性や必要性・合理性を欠くことが明らかでな

い場合には、会派・議員の多様にわたる専門性や関心を尊重し、極めて広範な裁量のも

とに行われるものである。ただし、政党活動や後援会活動等、政務活動費で支出できな

いと規程で定める経費が明らかに含まれる場合には、経費を区分する必要がある。 

また、視察・研修の成果を区政にどのように反映させるかについては、第一義的には

会派・議員の判断に委ねられ、会派・議員が広範な裁量権を持っているという上記判決
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の主旨に鑑みれば、適切な要件を備えていることを条件として、その判断は尊重される

べきである。 

区議会では、条例や規程等に海外視察を禁じる規定は特段設けていない。国内外を問

わず、視察・研修が、宿泊を伴うかまたは往復の交通費が1万円を超える日帰りの場合に

は視察報告書の提出を義務付けている。観光など、目的が政務活動には当たらないと疑

念を持たれかねない視察先が一部含まれる場合には、報告書に区政への反映方法等、詳

細にまでわたり明示することが必要であるが、会派・議員の政務活動費は、議会の執行

機関に対する監視の機能を果たすための政務活動に充てられることや、他の会派・議員

からの干渉を防ぐ必要があることにも留意する必要がある。 

したがって、様式で定めている事項に基づいて記載され、区政との関連性が類推され、

調査研究の実質が認められるものは適正な報告書の提出として取り扱うこととしている。 

また、議員が行う研修会や講演会等における講師謝礼金については、政務活動に要す

る経費として認めているが、適正な金額であることを示すため、テーマや講義時間等、

講義内容の説明が必要であることは言うまでもない。 

 

（６）茶菓代について 

広聴広報活動や会議等の開催に伴うお茶や茶菓子程度の飲食は、区政報告会や会議等

の活性化及び円滑化に資するもので、政務活動に要する経費細目の広聴広報費及び会議

費の項でそれぞれ「茶菓代については、1人につき500円を限度とし、領収書等貼付用紙

の備考欄に目的及び参加人数を記載する」と規定し、社会通念上適正な範囲内で経費と

して認めている。 

これは、区民の意思を適正に区政に反映させるための一手段であり、議員の審議能力

を強化することにより議会の活性化を図るという政務活動費の趣旨にも合致するもので

ある。  

なお、会議等の開催に伴うその他の経費を支出する際にも、茶菓代と同様に目的また

は内容を説明することが必要である。 

 

（７）事務用品、備品の購入について 

他の用途との併用が明らかである場合には、政務活動に資するために必要な経費相当

額を区分することが必要であるため、規程で定めているとおり、原則一定の按分が必要

である。しかし、一般的な文具やその他消耗品類等、他の用途との併用が明らかである

と直ちに判断できない支出や、合理的な経費の区分が困難な場合があることから、政務

活動との関連性がわかりづらい場合は別途説明が必要である。ただし、会派・議員が政

務活動に使用する必要性や合理性を具備していることが類推できるものは、経費を按分

しないで支出するケースもあり得るため、使用形態によって按分の有無やその割合が異

なることは基準の範囲内と解している。 

また、政務活動に要する経費細目では、5万円以上の物品を備品と定義し、備品を購入

したときは備品台帳写しを議長へ提出すること及び実態に即して按分することを義務づ

けるとともに、任期満了前半年間は、可能な限り備品の購入を控えることを定めている。 

事務所で使用する書棚・いすの購入経費は平成19年の大阪高裁で、備品の購入経費に
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ついては平成19年の仙台高裁で、按分したうえでの支出が認められていることから、事

務費として政務活動費でその経費を支出すること自体に問題はない。 

パソコンについては、所得税法で耐用年数が定められているが、故障や破損等合理的

な理由があれば、耐用年数を経過していなくても購入経費の支出を認めている。 

ただし、平成26年度の調査検討委員会で検討した結果、支出計上にあたって特に留意

する必要がある事項として、平成27年度からは、年度末の購入・まとめ買い、毎年にわ

たるＰＣ関連品の購入、高い按分割合の設定については、誤解を招かないよう特に説明

を要するとしている。 

 

（８）人件費について 

  平成19年度政務調査費に対する監査結果報告において、日常的勤務と臨時勤務の解釈

基準を早期に明確にすることを期待する旨、監査委員が見解を示したことを受け、平成

21年度に調査検討委員会で検討した。その結果、雇用形態の解釈基準を作成すること自

体が困難であり、補助する活動内容で分類することが合理的という結論に達し、使途基

準細目を改正した。そこで、平成22年4月からは、議員活動全般を補助する場合は2分の1

を上限として経費を按分して支出し、区政に関する調査研究に資する活動のみを補助す

る場合には議員1人当たり月額5万円を上限として勤務実績に応じた額を経費とすること

とした。 

  政務活動の補助に当たるか否かの判断については、議員の政務活動の対象が広範囲に

及び、調査方法も多様なことから、明らかに議会活動に反映・寄与しない場合や政務活

動に要する経費等に照らして必要性・合理性を欠いている場合など、会派・議員の裁量

的判断を著しく逸脱しているとは認められない行為の補助業務であれば良く、勤務内容

については、政務活動に対する執行機関や他の会派・議員からの干渉を防止する必要も

あるため、区政との関連性が類推できる内容であれば、記載方法の具体性の度合いは、

会派・議員の自律的判断に委ねている。 

また、ポスティング業務に従事する場合にその勤務内容に加え配布地域や部数まで盛

り込む必要性があるか否かについては、会派・議員が広範な裁量権を持っているという

前述の平成19年2月9日の札幌高裁判決の趣旨に鑑みれば、適切な支出の要件を備えてい

ることを条件として、会派・議員の政策的判断を尊重すべきである。 

 

（９）タクシー代について 

移動手段については、タクシー以外の他の公共交通機関の利用が原則であることは言

うまでもないが、調査手法、スケジュールの関係、天候、時間帯、持参品の量、議員本

人の身体的状況や年齢等、状況により迎車代を含めタクシーを利用することが合理的な

ケースが多々あり、会派・議員が自律的に判断して使用するものであると認識している。 

また、平成26年度の調査検討委員会で検討した結果、支出計上にあたって特に留意す

る必要がある事項として、平成27年度からは、タクシーの利用時間が夜間・深夜に及ぶ

場合、頻繁に利用する場合、区外を目的地とする場合、高額な利用の場合は、誤解を招

かないよう特に説明を要するとしている。 
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（１０）区政報告について 

区政報告の発行など区政に関する情報を区民に提供する経費は、政務活動に要する経

費で定める広聴広報費に該当し、会派・議員の調査研究活動、議会活動及び区の施策を

区民に報告・PRするために必要なものである。平成21年9月17日の名古屋高裁判決では、

「市民の意見を収集、把握することは議員の調査研究の一つとして重要であり、調査研

究活動、議会活動及び市政に関する政策等を市民に知らせることは、市政に対する市民

の意思を的確に収集、把握するための前提として意義を有するものということができる

から、こうした広報のために支出した費用も市政に関する調査研究に資するため必要な

費用として、政務調査費の使途基準に適合するものと解される。」と示している。このこ

とからも、区議会での質疑や区政全般に関することを区民に知らせることにより、区民

意見の収集、把握につながり、その結果、区政の課題や問題点を認識するための調査研

究活動に資すると解することができる。 

また、政党活動や後援会活動など、議員の審議能力を強化することにより地方議会の

活性化を図るという政務活動費の趣旨に適合しない部分は、原則紙面の面積等に占める

割合等で区分することにより、合理的な支出が可能である。 

ただし、平成20年9月5日の東京地裁判決では、「なるべく多くの区民に広報紙に対する

関心を持ってもらい、読んでもらうための1つの手段として、本件会派が行う議会活動及

び区政に関する政策等以外の記事を掲載し、当該記事に係る経費に政務調査費を充てる

ことも、それが合理的な範囲にとどまる限り許されるものと解するのが相当。」と示され

ていることから、区政報告の前提となった現場の生の声や専門家の意見などをそのまま

（あるいは抜粋して）掲載したり、紙面の一部にエッセンスとして加える政務活動以外

のお知らせや連絡先、文章の書き出しに使用する一般的な儀礼的文言、写真などについ

ては当該広報紙の主たる内容には当たらず、かつ合理的な範囲内であれば、詳細に区分

せず政務活動費で支出できるものと解することができる。 

なお、領収書等や当該会派・議員からの説明により、区政との関連性や調査研究の実

質があることから適切な金額と認められ、区政との関連性や必要性・合理性を欠くこと

が明らかでない場合は、配布先や配布枚数等、他の会派・議員からの干渉を防ぐべき事

項を明示するか否かについて、当該会派・議員の政策的判断のもとに行われるべきもの

と認識している。 

 

（１１）ホームページについて 

ホームページは、会派・議員が区民に対して活動内容などを報告するのに、非常に有

効な広報手段の一つである。 

ブログやツィッター等、リアルタイムな情報提供ツールの普及により、会派・議員の

公式サイトは、情報のデータベース的な役割が主たるものとなっている傾向にあり、必

ずしもホームページ自体が更新されていなくても、最新情報は伝えられると考える。ま

た、情報を提供する媒体を常時設ける必要性があることを総合的に判断すると、公式サ

イト等の維持管理等に要する経費は政務活動費制度の趣旨から逸脱しているものとは言

えない。政務活動に要する経費細目では、「ホームページの作成及び維持管理経費は、実

態に即して按分すること」と規定しており、按分について、会派・議員の自律的な判断



219 

に基づいていれば、不適切とする理由はない。 

 

（１２）新年会、忘年会等の会費について 

  区議会では、平成25年度から規程別表（第2条関係）広聴広報費の項で、「区政に関わ

る諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は2分の1とする（ただし、議員1人1回

当たり5,000円を限度とする）」と定め、新年会や忘年会などの会費の支出を認めている。

また、「政務活動費の支出に関する事務処理について」の中で、区政に関わる諸団体が主

催する会合とは、総会、新年会、忘年会、周年行事、懇談会等とし、議員として出席し

た場合の会費を対象としており、ただし書として、原則として議員自らが所属している

団体を除く旨の記載がされている。そもそも新年会や忘年会等の各種団体が主催する会

合は、各分野における区民の意見や要望、考え方などを聴取するための絶好の機会であ

り、これに出席し、参加者と懇談や意見交換をすることは、政務活動に要する経費の広

聴広報活動に該当する。また、政務活動費を充当する額は、先述したとおり、支出割合

の上限額を1/2とし、かつ1回当たりの限度額を定めており、社会通念上妥当な範囲内の

額であることから、不適切な支出には当たらない。 

ただし、平成26年度の調査検討委員会で検討した結果、平成27年度からは、区政に関

わる諸団体が主催する会合の会費を計上する際は、案内状又は招待状の添付を義務付け

ている。 

 

（１３）書籍の購入について 

平成19年12月20日の仙台高裁判決では「書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金

を含んでいたとしてもなお社会通念上は調査研究に資する費用の一部ということができ

るから、その全額を本件使途基準に合致する支出であると認める。」としている一方で、

平成19年4月26日の同高裁判決では「雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑

誌が調査研究活動のために必要な資料であると認めることができないから、本件使途基

準に合致しない支出であると認めるほかない。」と判断していることから、政務活動費と

しての使途の特定が可能となるように書籍、雑誌、新聞等、資料の名称を明らかにした

うえで、必要性・合理性が認められるものであれば、政務活動に要する経費で定める資

料購入経費とすることができると考える。ただし、娯楽性の高い書籍等については、計

上できないことは言うまでもない。 

 

（１４）議員名を公表しない収支報告書について 

  区議会では、政務活動費の交付対象については、条例第 2 条で「政務活動費は、議会

における会派（所属議員が 1 人の場合を含む。）及び議員の職にある者に対して交付す

る。」と定めており、杉並区議会公明党の場合は、平成 21 年度分以降、会派として交付

を受けるものとし、条例第 5条による届出が提出されている。 

  したがって、収支報告についても、条例第 10 条別記様式の会派に係る政務活動費収支

報告書により収支報告が行われているところである。 

  会派として交付を受けている公明党以外の会派についても、前述同様に収支報告が行

われており、特段個人は特定できない形になっている。 
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（１５）交通費について 

 交通費については、議員の政務活動に必要な経費であり、政務活動に要する経費にも

度々例示される経費である。地方議会の活性化、審議能力の強化のため、議員の政務活

動の基盤をなしており、調査研究に直接かかる費用であり、経路については、合理性を

欠いていると認められない限り、前述のタクシー同様、スケジュールや天候、時間、持

参品の量等会派・議員が自律的に判断して選択すべきものである。 

ただし、平成26年度の調査検討委員会で検討した結果、支出計上にあたって特に留意

する必要がある事項として、平成27年度からは、一般的に合理的でない経路による場合

は、誤解を招かないよう特に説明を要するとしている。 

 

 

８ 平成27年度からの取組 

 

  区議会では、政務活動費の適正な運用の確保について、これまでも不断の見直しに努

めてきたが、昨夏の兵庫県議会議員による不正支出（計上）が発覚して以降、他の地方

議会においても不自然な支出が相次いで発覚し、この制度に対する信頼は大きく揺らい

だところである。当区においても、監査委員や区長から議長に対して区民の納得と信頼

が得られる制度の確立を求める要望が出され、以前にも増して、議員の自律と説明責任

が求められていることから、議員一人ひとりの意識も変えていく必要があるものと考え

ている。 

そこで、政務活動費の適正な執行の確保により一層努めていくため、平成 26 年度の調

査検討委員会等において、使途に関する事項を中心に必要な見直しを行い、特に区民に

疑義の生じやすい支出に関しては、明確化・厳格化を図る観点から、支出計上にあたっ

て特に留意する必要がある事項としてまとめ、会派・議員から説明を求めることとした

ところである。 

また、これ以外にも大学、大学院及び専門学校等に係る学費の計上は認めないことと

したほか、切手購入の際の年間上限額の引き下げやはがきについても年間上限額を新設

するとともに、収支報告書等関係書類の事務局への提出時期を、これまでの年 3 回から

四半期ごとに改め、点検サイクルの充実・強化を図ったところである。 

さらに、平成 25 年度分の収支報告書については、すでに区議会ホームページに掲載し

たところであるが、次年度分以降の収支報告書についても、翌年度の 7 月頃を目途に掲

載することとし、透明性の確保に努めたところである。 

また、「政務活動費の支出に関する事務処理について」を全面改訂し、いずれも新生議

会がスタートする平成 27 年度分の政務活動費から実施することとしている。 

今後は、この新たな基準・取扱いに沿って、政務活動費の適正な運用と使途の透明性

の更なる確保に努め、より一層区民に信頼される制度となるよう、引き続き不断の検証・

見直しに取り組むこととしている。 
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別紙４－１





























～大和田
お お わ だ

 伸
しん

 区政報告会～ 

          のご案内 

 おかげさまで、区議会議員として 2 年が経過を致しました。

改めて皆様に御礼を申し上げますと共に、この間の杉並

区議会での活動や、杉並区政の現状等をご報告させて

頂きたく、下記の通り、『大和田 伸 区政報告会』を

開催致します。ぜひ、お越しください！ 

記 

日時：5 月 18 日(土) 

時間：午後７時００分～ 
                      （＊１時間程度） 

場所：セシオン杉並 

集会室 3 階 
（杉並区梅里１－２２－３２ ℡３３１７－６６１１） 

＊当日は石原のぶてる環境大臣をはじめ、 

ご来賓の方々にもお越し頂く予定です。 

皆さまのご参加をお待ち致しております！ 



保育施設は大きく３つに分類出来ます 
 

 

  

 
 

 

１：認可保育園      

 
 

 

 

２：認証保育園 

 
 

 

 

３：認可外保育施設（＊ベビーホテル） 

 
 

 

＊使用したイラストには特に意味合いは有りません 

国が定めた設置基準（施設の広さ・保育士等の職員数・

給食設備等）をクリアして、都道府県知事に認可された

施設。大幅な公的資金補助があるため、保育料は比較的、

安くなっている。定員は概ね 100 名規模。区内には現在

●●園ある。 

東京都独自の制度による保育施設。 

従来の認可保育園は、設置基準等から大都市では設置が

困難で（→広い土地がない等）、都民の保育ニーズに必ず
しも応えられなかったため、東京都は都独自の基準を

設定し、都と区が補助している。定員は概ね 40 名。区内

には現在●●園ある。 

園庭の広さ等、様々な設置基準の関係で国の認可を受け

ていない保育施設。東京都に申請し、保育士の人数・保育

面積・設備等で一定の基準を満たしている必要がある。園

によっては一部、杉並区が助成している。定員は概ね  名 

区内には現在●●園ある。 



車道幅員について（車両制限令） 

  

車両制限令に基づく、必要な車道幅員の計算式  
 
 

●「すぎ丸：車幅 2.08m」の場合 
 

相互通行の場合 車道幅員 4.66m 以上  2.08m × 2 台 + 0.50m ≦ 車道幅員 

（＊一方通行の場合・・車道幅員2.58m以上必要） 

      

 

 

旧 

 過去の車道幅員の考え方 

   道路の幅員から L 字側溝部分を除いた「車道の幅員」を基準とし、、狭あい道路につ

いては交通管理者と協議のうえ、安全対策をとることにより通行が認められた。 

 

 

新 ＊すぎ丸の場合 
 警視庁の車道幅員についての解釈  

道路の路側帯外側を除いた車道の幅員を基準とし、車車両制限令に基づいて判断する。 

 

 

 

 

 

 

0.5
ｍ

2.08
ｍ 

2.08
ｍ 

4.66ｍ 約 1.00
ｍ 約 1.00

ｍ 

車道幅員

車道幅員

L字側溝外側線

路 側

外側線



岡山県総社
そうじゃ

市の例→「デマンド型交通システム」 

 

                 人口数                 面積 

 

総社市 

 

６７、６８１人 

 

２１２  

 

杉並区 

 

５４２、９４５人 

 

３４，０２  
 

（＊平成２５年５月１日現在） 

 

 

総社市は、平日 8：00～16：00 の間、ワゴン車（8 人～10 人乗り）を 9 台 

走らせている。杉並区で導入した際は一体何台必要？交通渋滞は？ 









FAX

26

280,000 152,800 127,200

118,401

















































 

























 

 























 



 

4 5 3

8 7 4

10 8
29 24 9 5  

 

25 3 1  
 

1
2 20 2

 
 

 
 
 

 
 
 
 

25 3  
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 





 

299 

１ 政務活動に要する経費・同細目                     
 

（１）政務活動費として支出できない経費 

政務活動費の取扱いに関する規程で、次の①～⑨に該当する経費は、政務活動に要する

経費に該当しないものと規定しています。 

 

①選挙活動に関する経費 

②政党活動に関する経費 

③後援会活動に関する経費 

④交際費（慶弔費、せん別、病気見舞等）に関する経費 

⑤飲食（会議等を主催する場合の茶菓及び区政に関わる諸団体が主催する会合に伴うも 

のを除く。）に関する経費  

⑥条例第９条第１項に規定する政務活動（以下「政務活動」という。）の目的に合致し 

ない個人的技能の習得に関する経費 

⑦日常的に使用する自動車の購入及びリースに関する経費 

⑧自動車の維持管理（公租、車検、保険、修理）に関する経費 

⑨その他政務活動の目的に合致しない経費 

 

なお、政務活動に要する経費と上記①～⑨の経費が混在する場合は、政務活動に要する

経費相当分を区分して、政務活動費を支出しなければなりません。 

 

 

（２）政務活動に要する経費・同細目 

各支出項目の細目、支出にあたっての留意事項等を掲載しています。 

 

 

調査研究費                               ２・３ページ 

研修費                                  ４ページ 

広聴広報費                               ５・６ページ 

要請陳情等活動費                           ６ページ 

会議費                                  ７ページ 

資料作成費                               ８ページ 

資料購入費                               ８ページ 

事務費                                  ９・１０ページ 

事務所費                                １１・１２ページ 

人件費                                  １３ページ 
 
 
 



 

300 

 

《調査研究費》            下表政務活動に要する経費の括弧内は支出の参考例 

政務活動に要

する経費 

 区の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む。）及び調査委託に要

する経費 

（調査委託費、宿泊費、交通費、文書通信費） 

政務活動に要

する経費細目 

○ 月極駐車場代の支出割合の上限は１／２とする 

○ ガソリン代の支出割合の上限は１／２とする 

（ただし、「政務活動視察報告書」を提出する視察等に要するガソリン代につい

ては、按分の必要はないものとする） 

○ スイカ・パスモ等を使用して交通費の実費を計上する場合は、利用区間（行き 

  先）や目的（出張内容）等を補記した利用明細（履歴）をもって、「政務活動 

  交通費記録簿」に代えることができる 

○ タクシー利用額の上限は年額２４０，０００円とする 

（ただし、可能な限り他の公共交通機関を利用する） 

 

◆支出にあたっての留意事項 

【視察経費】 

・ 宿泊を伴うか、または往復の交通費が１万円を超える日帰りの地方視察・研修参加経費につい

ては、視察報告書の添付が必要です。 

 ☆視察報告書の記載について（21ページ参照） 

※ 「１万円を超える」とは、往復の鉄道運賃や航空運賃などをさすものであり、視察先でのタク

シー代やレンタカー代などは含みません。 

・ 視察報告書は政務活動の実質、区政との関連性がわかるように記載します。 
 
 

【日常の交通費】 ☆交通費記録簿の記載について（19～20ページ参照） 

・ 交通費記録簿の備考欄には、必ず「出張内容」を記載します。 

・ タクシー利用額の上限は年額２４０，０００円です。ただし、可能な限り他の公共交通機関を

利用することとします。 

【月極駐車場代】 

・ 「賃貸借契約書」がある場合は、その「写し」を提出します。 
 

【駐車(駐輪)料金・有料道路料金】 

・ 領収書等貼付用紙の備考欄に「出張先」「出張内容」「利用区間（有料道路の場合）」を記載

します。 
 

【スイカ・パスモ等】 

スイカ・パスモ等を使用して交通機関を利用した場合は、交通費実費額を「政務活動交通費

記録簿」に記載するか、または、利用明細（履歴）※１ を「領収書等貼付用紙」に添付し、利

用区間（行き先）や目的（出張内容）等を補記します。 

 
 
※１ 利用明細（履歴）に関する注意事項 

【スイカ】 

・ 履歴の印字については、直近の利用分最大５０件まで印字可能です。 

（１日の利用回数が、２１回以上の場合、一部印字できない場合あり） 

一度印字された履歴は、再印字できません。また、利用日から２６週間を超えた履歴は印字で
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きません。 

 

【パスモ】 

・ 履歴の印字については、直近の利用分最大２０件まで印字可能です。 

（一部の鉄道事業者では、直近の１００件までの印字が可能） 

 

※ バスを利用した場合は、スイカ・パスモともに「バスの事業者名」しか印字されません。 
 

 

 

◆《参考》過去（政務調査費）の判例 
 
調査研究の実質があるか否かは、議員ないし会派の主張する調査目的、調査に向けた準備の有無
及びその内容、当該調査研究活動の具体的内容及び上記目的との関連、調査研究結果の保存状況
等を総合的に考慮して客観的に判断すべきである。 
 
支出の対象となった活動に調査研究の実質があると認められる場合であっても、当該活動が市政
との関連性を欠くことが明らかであったり、必要性・合理性を欠くことが明らかである場合には、
結局当該支出は市政に関する調査研究に資するために必要な経費に充てられたといえず、違法に
なると解すべきである。 

《仙台高裁判決（平成19年12月19日）》 
    

様々な政治課題や市民生活に係わり、その専門性や関心も多様であって、議員が全人格的活動を
行い、議員活動について政治責任を負っていることを考えれば、その調査対象は極めて広範なも
のにならざるを得ず、調査活動の市政との関連性、その目的、訪問先、調査方法、必要性等も極
めて広範な裁量の下に行われるものであると認められる。 
飲食費であるとか家族旅行の旅費等のように一見明らかに市政とは無関係であるとか、極めて不
相当な日程や著しく高額なもの等以外は、これを認めるのが相当である。 

《札幌高裁判決（平成19年2月9日）》 
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《研修費》         下表政務活動に要する経費の括弧内は支出の参考例 

政務活動に要

する経費 

１ 会派又は議員が行う研修会、講演会等の実施（共同開催を含む。）に要する経

費 

 （会場費、講師謝礼金、宿泊費、交通費） 

２ 団体等が開催する研修会、講演会等への会派又は議員としての参加（会派又は

議員の雇用する職員の参加を含む。）に要する経費 

 （参加費・会費、宿泊費、交通費） 

政務活動に要

する経費細目 

○ 懇親会費の計上はできないものとする 

○ 政治資金パーティーに該当する場合の経費の計上はできないものとする 

○ 政党及び政治団体の年会費の計上はできないものとする 

○ 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が１０，０００円以下の研修会、講演会等

に参加した場合は、領収書等貼付用紙の備考欄に「研修会等の名称、開催日時、

会場、主催者及び概要等」を記載し、可能な限り資料やレジュメを添付する 

 

◆支出にあたっての留意事項 

【研修会・講演会等への参加費】 

・ 参加の主たる目的が政務活動の場合に支出できます。 

※政党活動・後援会活動等が含まれる場合は按分が必要です。 
※他の参加者との情報交換が調査研究に有益だとしても、それを参加の主たる目的とすること
はできません。 

・ 宿泊を伴わず、かつ、往復の交通費が10,000円以下の研修会や講演会等に参加した場合は、領

収書等貼付用紙の備考欄に参加した研修会や講演会等の名称、開催日時、会場、主催者及び概要

等を記載します。また、可能な限り資料やレジュメを添付します。 

 

【講師謝礼】 

・ 適正な金額であることを示すため、テーマや講義時間等、講義内容の説明が必要です。 

 

 

◆《参考》過去（政務調査費）の判例 
 

    × △△連合会（政党）の政経セミナー会券代、前県知事を囲む市町村議員懇話会費 
    ○ 講演会「津軽文化の魅力を考える」参加費 

《仙台高裁判決（平成19年12月20日）》 
 

○ 地域科学研究会主催の研修会、社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会主催のシン
ポジウム 

《札幌高裁判決（平成19年2月9日）》 
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《広聴広報費》         下表政務活動に要する経費の括弧内は支出の参考例 

政務活動に要

する経費 

１ 会派又は議員が行う活動及び区政に対する区民からの要望及び意見の聴取、区

民相談等の活動に要する経費 

 （資料印刷費、会場費、参加費・会費、交通費、文書通信費） 

２ 会派又は議員が行う活動及び区政について区民に報告するために要する経費 

 （印刷・製本費、会場費、交通費、文書通信費） 

政務活動に要

する経費細目 

○ 広聴広報活動における茶菓代については、１人につき５００円を限度とし、領 

収書等貼付用紙の備考欄に「目的及び参加人数」を記載する 

○ 区政に関わる諸団体が主催する会合の会費の支出割合の上限は１／２とする

（ただし、議員１人１回当たり５，０００円を限度とする） 

○ 印刷・製本費及び広報紙等送料については、実態に則して按分する 

○ 切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額１００，０００円

を超えることはできない 

○ ホームページの作成及び維持管理経費は、実態に則して按分する 

 

◆支出にあたっての留意事項 
 

【茶菓代】 

・ 目的・参加人数を記載します。 

 

【会場費・機材等の借り上げ】 

・ 会議の内容に政務活動以外のものが含まれていないかに留意します。 

 

【区政に関わる諸団体が主催する会合】 

・ 区政に関わる諸団体が主催する会合とは、総会、新年会、忘年会、周年行事、懇談会等とし、 

     議議員として出席した場合の会費を対象とします。（ただし、原則として議員自らが所属している 

団体を除きます。） 

 

【区政報告の提出】 

・ 発行に要する経費を支出した号の原本を提出します。 

※封筒を印刷した場合は封筒も提出します。 

 

【区政報告の内容】 

・ 選挙活動、政党活動、後援会活動などに関する記述がある場合は按分が必要です。 

※ 紙面に占める面積の割合での按分が合理的です。 

※ 当該号発行に要するすべての経費を按分します。 

  

【郵送用切手の購入】 

・ 不適切な支出を予防する観点から、年間の上限額（１００，０００円）を設定しています。 

※ 日常の通信用に使用する切手も含めて（項目を問わず）、議員１人当たりの上限額は 

１００，０００円です。 

・ 領収書のほか、広報活動等に使用したことが類推できる説明や証拠資料が必要です 

※簡単に換金可能な点に留意します。 

※安価な「郵便区内特別郵便」（同時に100通以上出す場合）等がある点に留意して計上します。 

場合によっては、説明も必要です。 
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【ハガキの購入】 

  ・ ハガキを大量に購入する場合は、その理由を示すなど説明が必要です。（換金可能な点に留意） 

 

【ホームページの運用管理経費】 

○サイトに政務活動以外の内容が含まれる場合は按分が必要です。 

※合理的な区分が困難な場合は、社会通念上相当な割合で按分します。 

 

 

 

◆《参考》過去（政務調査費）の判例 

市民の意見を収集、把握することは議員の調査研究の一つとして重要であり、調査研究活動、議

会活動及び市政に関する政策等を市民に知らせることは、市政に対する市民の意思を的確に収集、

把握するための前提として意義を有するものということができるから、こうした広報のために支

出した費用も市政に関する調査研究に資するため必要な費用として、政務調査費の使途基準に適

合するものと解される。              《名古屋地裁判決（平成21年3月26日）》 

   議員の後援会旅行・激励会の案内等、議員のプロフィール、引退する議員の後継者の紹介、議員

自身の拡大写真やその活動状況を写した写真等を掲載した部分もあり、後者の記載部分は議員自

身をＰＲするものであり、自己の後援会活動又は選挙活動の一環と認められるものであって、こ

れが直ちに議員の審議能力を強化することにより地方議会の活性化を図るという政務調査費の趣

旨に適合するものということはできない。      《名古屋地裁判決（平成21年3月26日）》 

（広報することにより区民から新たな陳情又は意見等のフィードバックが予想され、そこから新

たな視点又は観点の政務調査活動の開始が見込まれるものに関する経費に限定せず） 

なるべく多くの区民に広報紙に対する関心を持ってもらい、読んでもらうための１つの手段とし

て、本件会派が行う議会活動及び区政に関する政策等以外の記事（※）を掲載し、当該記事に係

る経費に政務調査費を充てることも、それが合理的な範囲にとどまる限り許されるものと解する

のが相当。(※どの記事も紙面1ページの一部を占めるにすぎないことを踏まえた上での判決) 

《東京地裁判決（平成20年9月5日）》 

 

 

 

 

《要請陳情等活動費》       下表政務活動に要する経費の括弧内は支出の参考例 

政務活動に要

する経費 

  会派又は議員が行う要請、陳情等の活動に要する経費 

 （資料印刷費、交通費、文書通信費） 

政務活動に要

する経費細目 
○ 細目なし 
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《会議費》         下表政務活動に要する経費の括弧内は支出の参考例 

政務活動に要

する経費 

１ 会派又は議員が行う各種会議に要する経費 

 （資料印刷費、会場費、交通費、文書通信費） 

２ 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に要

する経費 

（参加費・会費、交通費、文書通信費） 

政務活動に要

する経費細目 

○ 会議等を主催する場合の茶菓代については、１人につき５００円を限度とし、

領収書等貼付用紙の備考欄に「会議の目的及び参加人数」を記載する 

 

◆支出にあたっての留意事項 

【茶菓代】 

・ 会議の目的・参加人数を記載します。 

 

【会場費・機材等の借り上げ】 

・ 会議の内容に政務活動以外のものが含まれていないかに留意します。 

 
 

◆《参考》過去（政務調査費）の判例 
 
政務調査費の対象外の経費として、政党活動・選挙活動に要する経費が定められているから、「政
党本来の活動に関する会議」や「選挙運動に関する会議」に要した費用は政務調査費の支出対象
から除外されるものの、そうでない場合には政務調査費の支出対象に該当するものと解すべきで
ある。 

《仙台高裁判決（平成19年12月19日）》 
 
会派又は議員が陳情者等から市政に関する要望・意見を聴取することは、市議会において市民の
意思を適正に反映させるための一手段であり、議員の審議能力を強化することにより地方議会の
活性化を図るという政務調査費の趣旨にも合致するものであるから、政務調査活動というべきで
あるところ、その際陳情者等に対しコーヒー等の飲食物を提供し、１月当たり２，０００円程度
の支出をすることも市政に関する調査研究に資するため必要な費用と認めるのが相当である。 

《名古屋地裁判決（平成21年3月26日）》 
    

少人数の会議を喫茶店で行うことは必ずしも稀なことではなく、その場合には会場費の負担に替
えて（あるいは加えて）、喫茶代金の負担が伴うが、その費用も研修会等に要する経費に当たる
というべきであり、更に研修会、会議等において、お茶やお茶菓子程度の飲食を伴うことは、会
合の活性化や円滑化に資するものとして一般的にみられるものであるから、その費用はその研修
会等に要する経費に含まれるというべきである。 

《京都地裁判決（平成16年9月15日）》 
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《資料作成費》       下表政務活動に要する経費の括弧内は支出の参考例 

政務活動に要

する経費 

会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費 

（印刷・製本費、原稿料） 

政務活動に要

する経費細目 
○ 細目なし 

 

 

《資料購入費》       下表政務活動に要する経費の括弧内は支出の参考例 

政務活動に要

する経費 

会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費 

（書籍購入費、新聞購読費、雑誌購読費、有料データベース利用料） 

政務活動に要

する経費細目 

○ 購読新聞については、専ら議員本人以外が購読しているものは対象外とする 

○ 所属政党発行の機関紙の購読については、議員１人当たり１部のみとする 

○ 電子辞書等備品的な性格を有するものについては、「資料購入費」ではなく、

「事務費」（事務用品・備品購入費）として取扱う 

 

◆支出にあたっての留意事項 

【書籍・雑誌・新聞・その他資料購入】 

・ タイトル・資料名のほか、継続的に発行されるものは「何月号」「何号」かを記載します。 

 

【定期購読】 

・ １年を超える購読料は支出できません。 

 
 

◆《参考》過去（政務調査費）の判例 
 
雑誌名や種類が不明であることに照らすと、その雑誌が調査研究活動のために必要な資料である
と認めることができないから、本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
    

書籍購入代金は、たとえ新書や文庫本の代金を含んでいたとしてもなお社会通念上は調査研究に
資する費用の一部ということができるから、その全額を本件使途基準に合致する支出であると認
める。 

《仙台高裁判決（平成19年12月20日）》 
 
△△協会の平成１６年度会員費及び新聞代（りんごニュース）については、同協会の会員費を含
んでいることや議員の職業が農業であることに照らせば、個人的な支出であると認めるのが相当
であるから、その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。 

《仙台高裁判決（平成19年12月20日）》 
 

スポーツ紙は一般に娯楽性が高い読み物というほかはないのであって、スポーツ紙の購読が市政
に直接、かつ、具体的に関わるような特段の事情がある場合は格別、そのような特段の事情がう
かがわれない場合にまで公金でこのようなスポーツ紙を購入してよいはずはなく、調査研究活動
に資するため必要な経費であると認め難い。 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
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《事務費》          下表政務活動に要する経費の括弧内は支出の参考例 

政務活動に要

する経費 

会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 

（事務用品・備品購入費、事務機器等借上費、インターネット接続料、文書通信費）

政務活動に要

する経費細目 

○ ５０，０００円以上の物品は備品とし、備品を購入したときは備品台帳を作成

し管理する 

○ 備品購入費については、実態に則して按分する 

なお、購入・買替えにあたっては、所得税法上の減価償却資産に係る耐用年数

を参考にする 

また、任期満了前６か月間は、可能な限り備品の購入を控えるものとする 

○ ポイントカード制を導入している小売店で物品等を購入する際、一定割合のポ

イントが還元され、次回以降の購入でポイント相当額を代金に充当できる場合

は、還元されたポイントが領収書で確認可能な限りにおいて、そのポイント相

当額を控除して支出する 

○ 切手を購入する場合は、項目を問わず、議員１人当たり年額１００，０００円

を超えることはできない 

○ インターネット接続料及び携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費に

ついては、実態に則して按分する 

○ 通信費に関する支出割合の上限設定は次のとおりとする 

固定電話（事務所用） １／２ 

固定電話（事務所自宅兼用FAXあり） １／２ 

固定電話（事務所自宅兼用FAXなし） １／４ 

○ 政務活動に使用する電話・FAXについては必要最小限の台数とし、その番号を議

長に届け出るものとする 

○ 名刺代については、政務活動費による支出はできないものとする 
 

◆支出にあたっての留意事項 

【事務用品や備品の購入】 

・ 物品等の按分については、合理的な説明が必要です。 
 
※所得税法で定める耐用年数は、パソコン４年、デジカメ５年、携帯電話機６年。 
※５万円以上の物品を備品と定義しているが、５万円未満の物品購入の場合も留意します。 
※次ページ「《参考》物品等の耐用年数」参照。 

・ 購入から任期満了までの期間が、耐用年数に満たない備品の購入は、個人の資産形成と捉えら
れる可能性が高いことに留意します。ままた、耐用年数内に再度備品を購入する場合には、合理的
な説明が必要です。 

・ 備品台帳については、従来どおり各自で作成し管理します。（様式自由）ただし、備品につい

ては、透明性を高め、かつ区民の誤解を招かないよう適正な購入を行うという観点から、備品台

帳の写しを議長に提出することとします。また、任期満了前６か月間は、可能な限り備品の購入

を控えるものとします。 
 
 

【ポイント制度を導入する家電量販店等の小売店での購入】 

・ 購入により発生したポイント相当額を控除して計上します。 
 

※購入により発生したポイントが「領収書（レシート）によって確認できる場合」に適用されま
す。 

      
・ 政務活動費による購入の際に貯めていたポイントを使用した場合には、そのポイント相当額は
現金による支払と同様に扱い、政務活動費として支出可能です。 
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【郵送用切手の購入】 

・ 切手の購入については、Ｐ．５を参照。 

【ハガキの購入】 

・ ハガキの購入については、Ｐ．６を参照。 
 
【携帯電話料金】 

・ 携帯電話、スマートフォン等の情報端末の通信費については、（使用）実態に則して按分しま

す。（その際、合理的な説明が必要です。） 

・ 議員本人分の料金が確認できる書類等が必要です。 

 
※領収書の金額が… 
・議員本人分のみの場合＝本人が使用する１回線分ということが確認できるように説明しま 
            す。 

    ・家族利用分も含む場合＝議員本人分の料金が確認できるように説明します。 
  
 

◆《参考》過去（政務調査費）の判例 
 
内訳が記載された領収書により真に事務用品として購入されたことを認めることができ、その２
分の１に当たる金額が政務調査活動に資するため必要な費用であったと推認するのが相当である。 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
    

個人的使用分を２分の１、政務調査活動分を４分の１、それ以外の議員活動分を４分の１とみる。 
 ※事務所で使用するパソコンのリース料についての判決 

 《仙台高裁判決（平成19年12月20日）》 
 

自宅の電話と事務所の電話が同一番号であり、電話料金の中には個人としての電話料金（合理的
に案分すると２分の１）、政務調査以外の議員活動の電話料金（４分の１）が含まれていると推
認されるから、残りの４分の１に当たる△△△円を正当な政務調査費用であると認めるのが相当。 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
  

◆《参考》物品等の耐用年数 

所得税法で定める主な器具及び備品の「減価償却資産に係る耐用年数」は次のとおりです。 

（所得税法上の減価償却資産に係る耐用年数表の一部を抜粋） 

 

      ・「事務机、事務いす及びキャビネット」のうち「主として金属製のもの」（15年）、「そ

の他のもの」（8年） 

      ・「ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器」（5年） 

      ・「パソコン（サーバー用のものを除く）」（4年）、「その他の電子計算機」（5年） 

      ・「複写機、計算機（電子計算機を除く）」（5年） 

      ・「テレタイプライター及びファクシミリ」（5年） 

      ・「電話設備その他の通信機器」 

･･･ア「デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備」（6年） 

           ･･･イ「上記ア以外の電話設備その他の通信機器」（10年） 

      ・「カメラ」（5年） 
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《事務所費》         下表政務活動に要する経費の括弧内は支出の参考例 

政務活動に要

する経費 

会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 

（事務所賃借料、維持管理費、ＣＡＴＶ・電話回線敷設料） 

政務活動に要

する経費細目 

○ 事務所賃借料について 

自
己
所
有 

計上できない 

賃 
 

借 

事務所専用 事務所賃借料の支出割合の上限は１／２とする 

自 宅兼用

事務所賃借料の支出割合の上限は１／２とする 

なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の面積

等を考慮した按分率を乗じた額とする 

（自宅賃借料×按分率

支出割合上限設定基準額

）×１／２ 

※ 自己所有とは自己又は生計を一にする親族の所有をいう 

※ 個人（一人会派含む）で契約する事務所賃借料の政務活動費支出金額 

の上限は月額５０，０００円とする 

○ 事務所光熱水費について 

自
己
所
有 

事務所光熱水費の支出割合の上限は１／２とする 

なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の面積等を考慮した

按分率を乗じた額とする 

（自宅光熱水費×按分率

支出割合上限設定基準額

）×１／２ 

賃 
 

借 

事務所専用 事務所光熱水費の支給割合の上限は１／２とする 

自 宅兼用

事務所光熱水費の支出割合の上限は１／２とする 

なお、支出割合上限設定基準額は、事務所部分の面

積等を考慮した按分率を乗じた額とする 

（自宅光熱水費×按分率

支出割合上限設定基準額

）×１／２ 
 

 

◆支出にあたっての留意事項 

【事務所の賃料】 

・ 「自己または生計を一にする親族」所有の物件を事務所として使用する場合は支出できません。 

 

・ 個人(一人会派を含む)で契約する物件の場合、支出上限は月額５０，０００円です。 
 
※「事務所専用で月額賃料が15万円の物件を個人で賃借する場合」 

(個人または一人会派で交付を受けている場合) 

…規定による1/2按分後の金額は75,000円ですが、支出できる額は50,000円となります。 
 
 
※「自宅が賃借物件(月額賃料が15万円)で、議員事務所と兼用の場合」 

        (自宅面積に占める議員事務所使用部分の割合が1/5の場合) 

  …面積割合により1/5を乗じ、さらに1/2按分後の金額15,000円を支出できます。 
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  ★面積割合を示す書類（図面）を提出します。 
  ★自身が代表を務める会社事務所の所有者が議員自身の場合も自己所有とみなし支出でき 

ません。 
 

【事務所の光熱水費】 

・ 自身が代表を務める会社事務所または自宅の一部を議員事務所として使用している場合は、使

用部分の面積割合に応じて経費を按分して支出します。 

※使用場所が賃貸物件であるか否かは問いません。 

※面積割合を示す書類（図面）を提出します。 

 

 

◆《参考》過去（政務調査費）の判例 
 
調査研究活動に資するためのものと後援会事務所とを兼ねていることがうかがわれ、その合理的
な区分が困難であるから、社会通念上電気料金合計の２分の１を政務調査活動に資するために必
要な費用と認め、その余の△△円については本件使途基準に合致しない支出と認めるのが相当で
ある。 
 ※第三者から議員個人としての事務所を賃借している場合の判決 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
    

光熱水道費、電話料金及び共同住宅管理費のうち全体の９分の１は、市政に関する調査研究活動
のための事務所の維持管理費もしくは備品に関する経費として、その支払に事務所費を充てるこ
とが許されると解するのが相当。 
 ※自宅の一部を議員事務所として使用している場合の判決 

《大阪高裁判決（平成19年12月26日）》 
 

賃貸借契約に係る賃借人である議員と賃貸人が親子の関係にあり、賃貸借の目的が、賃貸人であ
る父が居住し、かつ父が代表取締役を務める会社が事務所として使用する建物の一室であるとし
ても、当該部分が議員としての調査研究活動のための事務所としての実態を有する限り、親子間
で当該事務所部分の使用関係ないし経費の負担関係を明確にしておくために当該部分について賃
貸借契約を締結することは、それ自体別段不自然ということはできず、上記賃貸借契約に係る月
間使用料（賃料）の金額（月額５万５０００円）にもかんがみると、原告が主張する事実関係か
ら直ちに上記賃貸借契約が実体を欠くものであると推認することはできず、また、上記賃貸借契
約に係る建物部分が議員としての調査研究活動のための事務所としての実態を欠くものと推認す
ることもできないというべきである。 
 ※経済的に同一体ではない親と議員の賃貸借契約についての判決 

 《大阪高裁判決（平成19年12月26日）》 
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《人件費》          下表政務活動に要する経費の括弧内は支出の参考例 

政務活動に要

する経費 

会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 
（賃金、社会保険料、交通費） 

政務活動に要

する経費細目 

○ 議員と生計を一にする親族は、職員として雇うことはできない 

○ 議員が雇用する職員のうち、議員活動全般を補助する職員の賃金は、支出割合

の上限を１／２とし、政務活動のみを補助する職員の賃金については、勤務内

容と日給・時給等を明記のうえ、議員１人当たり月額５０，０００円を上限と

して勤務実績に応じた額とする。 
 

◆支出にあたっての留意事項 

【政務活動のみを補助する職員の賃金】  

・ 政務活動の補助として雇用するため按分は不要です。 
 

※勤務内容は「政務活動の補助」である旨を示すため、勤務の実情を示す書類を提出し、その中

で具体的に説明します。 

（例.来客対応→「区民相談対応･要望整理」等、書類整理→「○○調査の書類作成補助」等） 
※区政報告やホームページに関連する業務に従事した勤務日の賃金については、当該発行号等の

他の経費支出時と同じ按分率を適用します。 

※一定期間内で区政報告の集中的なポスティングが必要な場合、一時期に多人数のアルバイトを

雇い、賃金を「広報費」で支出しても、人件費で規定する支出上限（議員１人当たり月額５万

円）が適用されます。 

※勤務日数が定期的な場合（ex.毎週月～金の午前９時～午後３時など）は、政務活動のみとは捉

えられない恐れがあるため、注意が必要です。 

 

 

◆《参考》過去（政務調査費）の判例 
 
常勤調査研究補助者は、議員の事務室における電話番や連絡係のみならず、市民による市政に対
する要望の聞き取り調査、市当局に対する陳情等の政務調査活動の補助も行っているのであるか
ら、その補助者の給料の半額分を政務調査費から支出したとしても、本件条例、本件規則及び本
件要綱の定める使途基準に照らして明らかに必要性・合理性を欠いている等，会派及び議員の裁
量的判断を著しく逸脱して支出したということはできない。 

《仙台地裁判決（平成20年3月24日）》 
    

政務調査活動の補助職員に家族を雇用するというのはお手盛りの危険を伴うものであり、納税者
の立場からすれば、いくら職務に応じた妥当なものであると説明されても、容易に納得できるも
のではないし、そもそも妥当な支出であったか否かを検証することが困難であるといわざるを得
ないことにかんがみれば、政務調査費からそのような支出をすること自体相当ではない。 

《仙台高裁判決（平成19年4月26日）》 
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２ 領収書その他の証拠書類の扱い                    

 

（１）あて名の取扱い 

①手書き領収書の場合 

手書き領収書の場合は、あて名が記載されていることが一般的なため、原則としてあて名の記

載が必要です。 

 

・ あて名が未記載のものは、不可とします。 

・ あて名が上様書きのものも、不可とします。 

 

②レジスター等の機器で印字された領収書の場合 

  監査の判断でも、小売店やコンビニエンスストアーなどのレジスターから出力されたものにつ

いては、あて名が未記載の領収書であってもそのまま受領することは妥当であるとされています。

但し、次の事項にご注意ください。 

 

・「発行者、日付、取引内容、金額」が明記されていることを前提としています。（タクシー、有

料道路、パーキング、小売店等） 

・ 領収書の金額が５万円以上の場合は、あらためてあて名を明記した領収書の発行を求めるか、

あて名欄にあて名の記載を求めることとします。 

・ 領収書は、どんなに大きくても折り畳むなどそのまま添付します。 

※ 劣劣化する恐れのある領収書については、原本とともにコピーも貼付するか、または発行者・金

額・日付・内容などを補記します。 

 

③あて名が議員本人ではない場合 

原則として議員本人名義以外の領収書は無効です。 

公共料金の契約者が配偶者等であるために領収書が配偶者等の名義となっているケースな

どについては、早期に本人名義の契約に変更します。 

ただし、自宅や自身が経営する会社の一部を議員事務所として使用しているときの光熱水費・

通信費のように、各種サービスの契約者が配偶者や会社名義になっている場合のみ、次のように取

り扱います。 

・ 領収書のあて名が「配偶者」の場合は、①領収書原本 ②あて名が配偶者であることについての

説明 ③配偶者が発行する証明書 の３点が必要になります。 

 

（２）領収書以外の証拠書類で代用することについて 
 

① 光熱水費や電話料金を口座振替やクレジットカードで支払っている場合 

原則領収書原本の提出が必要ですが、紛失等やむを得ない合理的な事情があると認められる場合は、

次のように取り扱います。 

 

【口座振替による支払いの場合】 

振替口座の通帳の該当ページの写しを提出します。なお、その際、振替口座の通帳の原本は会派・

議員が５年間保存します。 

 

 【クレジットカードによる支払いの場合】 

クレジットカード会社が発行する利用明細書及び振替口座の通帳の該当ページの写しを提出しま

す。 
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（３）領収書が発行されないケース等の取扱い 

インターネット接続料等が該当しますので、次のように取り扱います。 

【口座振替による支払いの場合】 

振替口座の通帳の該当ページの写しを提出します。なお、その際、振替口座の通帳の原本は会派・

議員が５年間保存します。 

 

【クレジットカードによる支払いの場合】 

クレジットカード会社が発行する利用明細書及び振替口座の通帳の該当ページの写しを提出しま

す。 
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３ 提出書類                              

 

（１）「政務活動費収支報告書」→17ページ参照 

（２）「出納簿」→17・18ページ参照 

（３）「領収書その他の証拠書類（領収書等貼付用紙に貼付または別紙添付）」 
  
 

なお、次の経費を支出する場合は、以下の書類を提出します。 

①交通費…「政務活動交通費記録簿」→19・20ページ参照 

②宿泊を伴うか、または往復の交通費が１万円を超える日帰りの調査・研修会・講演

会等の経費…「政務活動視察報告書」→21ページ参照 

③広報紙発行に要する経費…「広報紙」 

④備品の購入に要する経費…「備品台帳の写し」 

   ※参考様式の「備品台帳」か、同台帳の記載事項を満たしている書類等を提出します。 

⑤補助職員の賃金等…次のＡ・Ｂのとおり、勤務の実情を証明する書類 

Ａ 議員活動全般を補助する職員（議員事務所や会派事務所で定期的に雇用している職員）

の場合 

「雇用契約書の写し」 

Ｂ 政務活動のみを補助する職員（特定の政務活動の補助を行うために雇用する職員）の場

合 

「氏名、住所、生年月日、勤務日・時間、勤務内容、時給(日給)が確認できる書類」 

※参考様式の「政務活動補助職員勤務報告書」か、同報告書の記載事項を満たし

ている書類等を提出します。 

⑥事務所の賃料…次のとおり、事務所の要件を具備していることを証明する書類 

       Ａ事務所専用の物件を賃借する場合 

「事務所の賃貸借契約書の写し」 

Ｂ自宅と兼用の場合…次のａまたはｂの書類 

   ａ「自宅の賃貸借契約書の写し」 

   ｂ「賃貸人、支払先、物件所在地、賃料、図面・写真等が確認できる書類」 
 

★ 「自宅等、他の用途と兼用している事務所の賃料・光熱水費」を支出する場合、事務所使用

部分の面積等を考慮した按分が規定されているため、上記の書類とあわせて「面積割合を示

す書類」も提出します。 

※11・12ページ「◆支出にあたっての留意事項」を参照。 
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４ 書類作成上の留意事項 （様式を定めているもの）              

 

（１）「政務活動費収支報告書」 ※提出必須書類 

原本を提出しますので、写しを平成31年4月30日が過ぎるまで保存します。 

なお、「収支報告書出納簿入力フォーマット（Excelﾌｧｲﾙ）」は、平成24

年度とは異なりますので、電子データの書式など必要なものがございました

ら、事務局議会法務担当へお申し出ください。（今までの様式は、使用でき

ません。） 

 

①日付 
     ・事務局への提出日を記載します。 

 

②議員名 
     ・政務活動費を会派で受けている場合は「会派名」と「代表者氏名」を記載します。 

     ・議員個人で受けている場合は「議員氏名」を記載します。 

 

③備考欄 
     ・項目ごとに「主な支出内容」を記載します。 

 

（２）「出納簿」 ※提出必須書類 

写しは平成31年4月30日が過ぎるまで保存します。 
 

①日付 

     ・入出金があった日を記載します。（領収書の日付、口座振替日など） 

 

《参考》平成25年度分政務活動費の振り込み日 

4月～6月分＝44月10日、7月～9月分＝77月10日、 

10月～12月分＝110月10日、1月～3月分＝11月10日 

 

・「交通費」は、ひと月単位で当月分の金額をまとめ、「月の末日付」で計上します。 

《出納簿記載例》1月31日付 交通費(1月分) ****円 

 

②摘要 

     ・支出内容、按分率等を記載します。 

※年に複数回支払う場合はいつの分か(*月分、*月*日発行分 等)を記載します。 

※主な支出の記載例は次のとおりです。 

「物品購入」    ＝（例）事務用品代（上質紙、ﾌﾟﾘﾝﾀｲﾝｸ）1/2 

        「資料購入」    ＝（例）資料代（世田谷区幼保一体化資料） 

        「書籍購入」    ＝（例）書籍代（住民と歩む協働型社会、地域からつくる子育て

ネットワーク 他3冊） 

「雑誌購入」    ＝（例）雑誌代（週間△△経済 10月9日号） 

「備品リース」   ＝（例）コピー機リース料（10月分）1/2 
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「賃金」      ＝（例）政務活動補助職員賃金（10月分 鈴木一郎） 

        「区政報告発行経費」＝（例）区政報告印刷代（10月10日発行号）4/5 

                  ＝（例）区政報告郵送切手代（10月10日発行号）4/5 

「光熱水費」    ＝（例）事務所電気料（10月分）1/4 

        「電話料金」    ＝（例）事務所電話料（10月分 FAXあり）1/2 

        「講師謝礼」    ＝（例）講師謝礼（防災・まちづくりに関する勉強会） 

        「研修等参加費」  ＝（例）研修会参加費（地方議員政策研究研修） 

        「交通費」     ＝（例）交通費（10月分） 

        「駐車料金」    ＝（例）駐車料（区民相談） 

        「有料道路通行料」 ＝（例）高速料金（用賀－御殿場／御殿場市ｽﾎﾟｰﾂ施設訪問） 

        「地方視察経費」  ＝（例）宿泊費（京都市・神戸市視察） 

 

③項目 

・政務活動に要する経費の各項目の内容・例示経費を確認のうえ選択します。 

 ※2～13ページの該当する支出項目の部分を参照。 

 

④整理番号 

・出納簿への記載順（昇順）で機械的に番号をふります。 

※「月単位」「年間通し」どちらでも構いません。 

 

（３）「領収書等貼付用紙」 ※提出必須書類（領収書等とあわせて） 

①出納簿整理番号 

・該当する「出納簿の整理番号」を記載します。 
 

※貼付した領収書が複数の支出に該当する場合は、枠外でも構いませんので、該当するす

べての支出の整理番号を記載します。 
 

②領収書等貼付欄 

・サイズが大きい証拠書類等は、折って貼らずに別紙として添付します。 
 

※その際は、貼付欄に「別紙のとおり」「支出の明細は別紙添付」のように記載します。 
 

・領収書を複数枚貼る場合は、「他の領収書」と重なったり、「備考欄への記載事項」が隠れ

ないようにします。 
 

※重なってしまう場合は貼付用紙を分けて添付します。 
 

③備考欄 

・出納簿に「支出の内容」を書ききれない場合や、次に該当する場合には必ず説明を記載しま

す。 

・なお、説明資料がある場合は、貼付用紙の別紙として提出します。 

        
※領収書と異なりサイズが大きいため、貼付用紙に貼らずにファイルに綴じます。 

 

【領収書等の金額と出納簿に記載の金額が異なる場合】 

＊金額が異なることの説明が必要です。 

＊実績では次のケースが該当します。 

Ａ複数購入したうちの一部を計上（書籍・事務用品の購入等） 
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 《説明記載例》 
購入額8,000円のうち、書名1,050円、書名630円、書名840円、書名2,100円の合
計4,620円を計上 

Ｂ按分による計上（光熱費、電話料、賃料、備品購入等） 

 《説明記載例》 
支払額10,000円×使用面積の割合による按分1/4×1/2＝1,250円計上 

Ｃ発生ポイント分を控除しての計上（家電量販店等ﾎﾟｲﾝﾄ制度導入店での購入） 

 《説明記載例》 
   購入額10,500円から発生ﾎﾟｲﾝﾄ分1,050円を値引き相当額として控除した9,450

円を計上 

  

【領収書・出納簿の記載内容では購入したすべての品名を確認することができない場合】 

＊購入したすべての品名・内訳を記載します。 

＊実績では、事務用品等の消耗品や書籍を購入した場合が該当します。 

 

【その他、政務活動との関連性がわかりにくいと思われる場合】 

＊適正な支出であることを示すために説明が必要です。 

＊実績では、次のケースが該当します。 

・講師謝礼 

  《説明記載例》10月10日開催の△△勉強会で、「□□□」についての講義を依頼。 

・施設の入場料や観覧料 

  《説明記載例》△△に関する調査。 

・備品購入 

  《説明記載例》調査研究先での説明に利用するモバイル用。 

機器の性質上、政務活動以外にも使用できるため、1/2按分して計

上。 

・切手購入 

  《説明記載例》区政報告(№123)郵送用。80部送付。 

・ホームページ更新料 

  《説明記載例》△△ページの更新。ホームページのURL http://****.com 
 

（４）「政務活動交通費記録簿」 ※交通費を支出する場合に提出 

交通費以外の支出は領収書等の貼付や支出の説明用に「領収書等貼付用紙（前ページ（３））」を

使用しますが、交通費については領収書の発行が一般的ではないケースが多いため、日付単位で金額・

出張先・経路・出張目的等を記載できる「交通費記録簿」を領収書等貼付用紙の代わりに使用します。 

 

①全般事項 
 
・領収書が発行される場合(タクシーや一部の鉄道・バス等の利用時)は、記録簿の裏面に領収
書を貼ります。 

 
※領収書の枚数が多い場合は裏面ではなく、他の用紙(様式自由)に別途貼付して提出しま
す。 

 
・なお、「移動に伴う交通費以外の経費」は交通費記録簿ではなく、他の支出と同様に領収書
等貼付用紙を使用します。 

 
※ガソリン代、有料道路の通行料、駐車・駐輪料等が該当します。 

 

②出納簿整理番号 
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・該当する「出納簿の整理番号」を記載します。 
 

③出張先 

・施設名や団体名等、具体的に記載します。 
 

※地方視察の場合も同様です。 
※区民相談等で個人のお宅を訪問する場合は、具体的に所在地・お名前を公表することが
好ましくないケースが多々見受けられます。その場合には、利用交通機関・経路が適正
であることを示すために「地名・町名」等を記載します。 

 

④利用交通機関 

・「鉄道」「バス」「タクシー」等に区分して記載します。 

 

⑤経路（出発駅－到着駅） 

・駅間の移動ではない場合は、「地名・町名・施設名」等を記載します。 
 

※タクシーや一部の鉄道・バスなど、領収書が発行されるものは、領収書ごとに経路を   
区切って記載します。 

 

⑥備考欄 

・出張内容を記載します。 
 

      《記載例》△△に関する調査、△△会議、△△研修受講、区民相談・意見聴取 等 
 
     ・その他、交通費計上に関する説明等があれば記載します。 
 

⑦視察や研修参加などで、他都市に行った場合 

日常の交通費と同様に利用当日運賃を支払う「他都市(現地)での移動交通費」のほか、事前に

乗車券を購入する「東京－他都市間の交通費」があります。処理方法等は次のとおりです。 
 

【利用日に乗車券を購入する交通費】 

＊該当するケース（実績） 

「他都市現地で移動する際」の鉄道・タクシー等の運賃 

→タクシー以外は領収書が発行されないケースがほとんどです。 

＊処理方法 

日常の交通費と同様です。 

 

【乗車券を事前に購入する場合】 

＊該当するケース（実績） 

「東京－他都市間」の往復のＪＲ運賃・航空運賃（領収書の発行あり） 

＊処理方法 

  乗車券代を支払った日付（領収書の日付）で計上します。 

→交通費以外の支出と同様です。領収書等貼付用紙に領収書を貼付し、備考欄
に「出張日程・出張先・乗車区間等」を記載します。 

 
 ※「東京－他都市間」の乗車券等を利用日に購入した場合でも、上記交通費

以外の支出と同様の扱いとなります。 

※現地での移動交通費もある場合は、備考欄に「現地での移動交通費は**

月分交通費記録簿を参照」のように記載します。 



 

319 

 

（５）「政務活動視察報告書」  

宿泊を伴うか、または往復の交通費が１万円を超える日帰りの視察等経費を支出す

る場合に提出します。 
 

①全般事項 
・「別途報告書類を作成する場合」は、当視察報告書を表紙にし、作成した書類を添付します。 
 

※報告書の「概要」欄には「添付報告書類のとおり」のように記載します。 
 

・複数の議員による視察で「連名で報告書を提出する場合」もすべての参加議員に提出してい
ただく必要があります。 

 
※次のように処理します。 
 
【代表する議員１名】 
＊通常どおり当視察報告書を記載し、作成書類や資料を添付します。 

 
【その他の参加議員】 
＊概要欄以外は通常どおりに、概要欄には「連名で作成したため、○○議員の視察報告
書を参照」のように記載してください。資料等の添付も不要です。 

 
※会派で政務活動費を受け取っている場合の会派視察は、会派名で提出します。 

 
②会派・議員名 
・政務活動費を会派で受け取っている場合は「会派名」を、個人で受け取っている場合は「議
員名」を記載します。 
 

③出納簿整理番号 
・当該視察・研修について計上したすべての支出の整理番号を記載します。 
 

④実施日 
・当該出張の期間を記載します。 
 

⑤参加者氏名 
・参加するすべての議員名を記載します。 

 
⑥視察先 
・「訪問先の施設名、担当部署」等と「道府県名や市町村名」を記載します。 

※研修の場合は「研修場所（施設名）と道府県名や市町村名」を記載します。 
 

⑦視察目的 
・「何を調べるため（学ぶため）に訪問したのか」を簡潔に記載します。 
 

⑧行程 
・ 往復の経路について、利用交通機関や利用区間等を記載します。 
 

⑨概要 
・「政務活動による現地調査(研修)」であることを明確に記載します。 
 

※視察先で入手した資料、研修内容が確認できる資料等がある場合は、写し等を添付しま
す。 
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